
国立大学法人広島大学における随意契約に関する規則等 

 

 

国立大学法人広島大学業務方法書（抄） 

 

（競争入札その他契約に関する基本事項） 

 

第２９条  本学は，売買，貸借，請負その他の契約を締結する場合においては，すべて公告して申込み

させることにより競争に付すものとする。ただし，契約の性質又は目的が競争を許さない場合その他

規則で定める場合は，随意契約の方法によることができるものとする。 

２  政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号），政府調達に関する協定を改正する議定書（平成

２６年条約第４号）によって改正された協定その他の国際約束の適用を受ける契約については，国際

約束に定められた調達手続きによるものとする。 

 

 

 

 

 

広島大学会計規則（抄） 

 

第４章  契 約 

 

(随意契約) 

 

第２３条 契約担当職は，次の各号のいずれかに該当する場合においては，前条の規定にかかわらず，

随意契約によるものとする。 

(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 

(2) 緊急を要する場合で，競争に付することができないとき。 

(3) 競争に付することが不利と認められるとき。 

２ 業務運営上必要がある場合その他別に定める場合においては，次条及び第25条の規定にかかわら

ず，随意契約によることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



広島大学財務会計処理細則５－１「契約事務について」（抄） 

 

第４章 随意契約 

１．随意契約によることができる場合 

①  会計規則第 23 条第 1 項第 1 号の規定により随意契約による場合とは，次の各号に掲げる場

合とする。  

  (1)  特定の設備及び技術を有する製作者でなければ製作することができない物件を製作すると

き。  

  (2)  特定の販売業者以外では販売することができない物件を買い入れるとき。  

  (3)  前 2 号に掲げるもののほか，契約の性質又は目的が競争を許さないと認められるとき。  

②  会計規則第 23 条第 1 項第 3 号の規定により随意契約による場合とは，次の各号に掲げる場

合とする。  




